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平成２４年度第４回東久留米市社会福祉審議会子育て支援部会議事録 

 

１ 日  時 

 平成２４年１１月２８日（水）午後６時５７分～午後９時０１分 

２ 場  所 

 市役所７階 ７０１会議室 

３ 出 席 者 

 〔審議会委員〕 

  福地部会長、川村副部会長、石浦委員、磯部委員、小又委員、大工原委員、武田委員 

廣本委員、宮﨑委員、渡部委員 

 〔事務局〕 

  西川子ども家庭部長、保木本保育課長、相川子育て支援課長、田之上子育て支援係長 

  西川児童係長、櫻井管理係長、有原保育係長 

 

 部会長： 皆さん、こんばんは。委員さん、皆さんおそろいですので、定刻よりちょっ

と早いのですが、始めさせていただきたいと思います。ただいまより第４回

東久留米市社会福祉審議会子育て支援部会を開会いたします。 

 本日は委員全員が出席されておりますので、東久留米市社会福祉審議会条

例第６条の規定に基づき、部会委員の過半数が出席されておりますので、会

議は成立しております。 

 さて、前回は学童保育に関して活発なご議論をいただきました関係で、予

定していた審議内容が終わりませんでした。そこで、私から皆さんに議論し

ていただいた学童の内容や、議論できなかった保育の内容とあわせて、前回

議論を踏まえた学童保育料の再提案などを資料としてお送りし、本日の議論

に備えていただいたわけです。 

 本日の議論については、お手元に配付の次第のとおりで、まず、前回に引

き続き学童保育にかかわる利用者負担の適正なあり方について議論していた

だきたいと思います。その後に、前回議論ができなかった保育料の見直しに

ついてお願いしてまいりたいと思います。そして、最後に報告案に関してご

意見等をいただきたいと考えております。今回で終了できますように、皆さ
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んのご協力をお願いいたします。 

 今日は傍聴者はいらっしゃいますか。では、どうぞ。 

（傍聴者入室） 

 部会長： それでは、まず学童保育所から始めたいと思います。お手元に配付いたしま

した資料に基づいて、資料の確認と、事務局の説明をお願いいたします。 

 事務局： それでは、前回の論議を踏まえまして、お手元に事前に配付しております

「事務局提案 学童保育所運営経費比較表」に基づいてご説明したいと思い

ます。 

 まず、前回、学童保育につきましては、保育料についてお話ししていただ

いたわけですけれども、学童保育の第２子及び低所得者層への軽減というこ

とと、障害児の方につきましては４年生までの受け入れということにつきま

しては委員の皆さんに賛成していただいたわけでございます。 

 実施するに当たりましては、具体案が前回６,０００円ということでご提

示申し上げたわけですけれども、改めまして今回につきましては、諮問書に

ありますように、現下の大変厳しい財政状況では今以上の資金の投入は大変

困難であるということを踏まえまして、今までの論議を踏まえて、今回事前

にお送りした部分としましては、改めて事務局提案３つの案をお示しさせて

いただいたわけでございます。５,７００円、５,５００円、そして５,３０

０円、このような３つの案をお示しさせていただきました。まず、５,７０

０円につきましては、前回でもご説明しましたように、２６市の平均の保育

料５,７１０円がございましたので、基本的に２６市の平均ベースに基づき

まして１つの案を提示させていただいております。 

 ２つ目につきましては５,５００円です。前回は１,０００円の値上げで

お示ししましたけれども、以前には５００円の値上げも過去にありましたの

で、今回２つ目の案としましては５,５００円の改定案をお示しさせていた

だきました。また、若干それより低い５,３００円という３つ目の案。この

３つの案につきましてご提示差し上げたわけでございます。 

 まず、５,７００円につきましては、第２子の軽減、また低所得者層への

軽減を行った場合、最終的には差額として３４６万８,０００円の増収にな

ります。５,５００円の場合におきましては２０５万２０００円、３つ目の
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５,３００円につきましては６３万６,０００円という最終的な増収になり

ます。 

 今後、軽減なりをした場合、財政難ということがございますので、ぎりぎ

りどうやっていくかということでございますけれども、軽減の部分と、障害

児の４年生までの受け入れは確実に実施することを考えた場合、現行の５,

０００円のままでは非常に厳しい状態がございます。そういう意味としまし

ては最低での５,３００円から平均値である５,７００円の３つの案を示さ

せていただいたわけでございます。少なくとも事務局としましては５,５０

０円以上でご検討いただけないかと考えております。 

 また、さきにもお話ししておりますように、学童保育料につきましては保

育園の保育料のように国基準がありませんので、応能負担の保育園の保育料

の階層を基にどこまで軽減するのかということがございまして、今回の低所

得層の軽減につきましては、前回も保育園の保育料のＣ階層ということでご

説明しているわけでございます。 

 このＣ階層はどのようなものかといいますと、前年分の所得税のない方で

市民税の課税世帯になります。Ｄ階層というのは所得税も、住民税も課せら

れている世帯になりますけれども、Ｃ階層は所得税がなく住民税が課せられ

ている。実際は課税世帯という言葉になってしまいますが、所得税はありま

せんので、この階層につきましては軽減の低所得層のところで対応していき

たいと考えております。 

 また、前回の論議の中で、延長保育について連合会からもお話がございま

した。この前、１１月１６日に学童保育所父母の会連合会とたまたま懇談会

がございました。その際に利用者の方から出てきたお話としては延長保育の

ことでございました。もちろん保育料のこともございますけれども、当事者

の方たちとしては延長保育のことでございました。そのことにつきましては

この保育料とは別個に、時間外として、延長保育として別料金の設定でも構

わないのではないかというご意見もいただいております。さまざまなそのよ

うな意見もございましたので、私どもとしては延長保育の実施につきまして

は今後、利用者の方と実施に向けてこれから話し合いを始めさせていただけ

ればと考えております。 
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 そのようなことも踏まえて今回３つの案を提示させていただいていますの

で、皆様のご議論を、いろいろな意見をお願いしたいと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 部会長： ありがとうございました。ただいまの説明について何か質問等はございます

でしょうか。資料のことに関してでも結構ですけれども。 

 委 員： 今、減免のお話で、２人目の減免、それとＣ階層の減免、それと４年生の障

害児枠の拡大というか４年生の障害児の受け入れというお話がございました

けれども、今８００人弱の子供がお世話になっていますが、大体どれくらい

の割合で減免に当たる家庭は出てくる感じなのでしょうか。 

 事務局： 今回、前回もそうですけれどもお示しした中で、あくまで細かい住民税の確

認は現在しておりません。この前もお話ししたように保育園のデータからの

比率で計算したわけでございますけれども、ここにも書いてありますように

第２子の方につきましては現在７９６名中３８名いらっしゃいます。また、

低所得層と言われる方、いわゆる今ご説明しましたＣ階層の方でございます

けれども、これはあくまで理論値でございますけれども７.５％相当で計算

しまして、その方の中でも第１子、第２子がいらっしゃる想定で計算してお

りますので、減免になる方が低所得層の方で第１子の方が４７名、第２子の

方が１３名ということで、合計６０名の方が今回新たに低所得層の減免対象

になる方ということで、数値としてはそういう形で想定しております。 

 それから、もともと生活保護または非課税世帯の対象の方が１０８名。こ

れはもともとの数字でございますので変わりません。 

 実際、今回の第１子で値上げの対象になる方は、ここで見てもわかるよう

に５９０名。それ以外の方は減額という形で、約３０％の方が減額対象にな

ります。 

 以上でございます。 

 部会長： ほかに資料についてございますか。それでは、議論に入りたいと思います。

皆様からご意見やお考えなどをどしどしいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。ご意見のございます方。 

 委 員： ５,０００円で平成８年から行ってきたということですけれども、今回Ｃ階

層と低所得層、それから第２子の減免ということ、先日も市長懇談会でお話
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ししましたけれども、私たちは２.５世帯に１枚の割合で要望書を提出させ

ていただいておりますけれども、他市、例えば清瀬、東久留米よりもかなり

財政的に厳しいと言われている清瀬さん、それからお隣の西東京さんではサ

ービスも東久留米よりもよくて、５,０００円で行っていただいております。 

 こちらをよく考えてみると、５,３００円、５,５００円、５,７００円、

三多摩では２６市平均５,７１０円だよと先ほどおっしゃいましたけれども、

５,７１０円は今の東久留米の保育時間ではございませんで、これは要する

に延長保育をして皆さんに負担いただいているものが５,７１０円なわけで、

今は８時１５分からですけれども、８時半からとか、６時までの部分では５,

０００円なんです。 

 だから、ここら辺の部分をほかの委員さんは多分ご存じないと思うので、

そういった部分で考えるとこの５,３００円であろうと、５,５００円であ

ろうと、私たちとしては積極的に反対したいと思います。 

 以上です。 

 事務局： 今、委員からお話があった５,７００円なりの平均ですけれども、これにつ

きましてはあくまで２６市でございますけれども、延長保育料、別料金のも

のは含んで計算しておりません。間食費は保育料とは別に保護者会に払うと

かいう部分がありましたので、その部分は保育料の計算に入れておりますけ

れども、時間外で別途取ってある部分については基本とは別個になっており

ますので、５,７１０円の平均値に含めて計算はしておりません。 

 委 員： 西東京も、清瀬も５,０００円でやっているのは事実なので、そのあたりを

非常に、応能というふうに今回、適正化という保育料の話ですけれども、こ

こら辺のことを鑑みていただけると東久留米の１０年後、２０年後の保育の

考え方というか、私たち子育て世代が１０年後、２０年後、随分ベテランの

世代になりますけれども、その下の世代の生活のしやすさになってくるんじ

ゃないかなと思うんですが。 

 事務局： 今、○○委員からもお話がありましたけれども、確かに近隣の他市の状況と

か、いろいろな比較ということでいえばそれぞれの意味があって、どうなの

かなということもあります。特に今、清瀬と西東京のお話がありましたけれ

ども、東久留米も、西東京も、清瀬も確かに財政状況は皆、厳しいというと
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ころは変わりありませんけれども、特に東久留米市の場合に、他市の事情を

どこまで厳密に比較するかということはなかなかできませんけれども、東久

留米が現在置かれている状況を私どもは皆さんにはある程度説明してきたつ

もりですけれども、そういう中で今回、現状の一律の５,０００円の負担の

ありように関して、一つは、皆さんにもお示ししたように２人以上お子さん

がいる世帯のこととか、それから低所得層の方々への配慮といったこともあ

る程度考えますと、今の一律の５,０００円の利用料をいただく中では厳し

いものがあるなと、そういったところを含めて今回、改めてのご提案をさせ

てもらったということでございます。一応、私どもとしての考えはそういう

ことでございます。 

 部会長： ほかの方はご意見ございますか。 

 委 員： 前回、時間がなくて確認できなかったんですけれども、障害児の４年生まで

の受け入れを実施していくということですけれども、その対象になる人数が

どのぐらいいるのかということと、障害児という概念ですけれども、学齢期

で手帳のない方も、特に発達障害の方たちは手帳を持っていない方も多いん

ですけれども、そこら辺の障害児の範囲についてお聞きしたいと思います。 

 事務局： 現在、障害をお持ちの方で特別支援学級とか学校に行っていらっしゃる方に

ついては障害をお持ちであるという形ですけれども、普通クラスにいて手帳

もない方については現時点では、特別支援なりの対象の方ということで、障

害児扱いはされていない方であります。ただ、気になるお子さんという形で

それなりの対応はしておりますけれども、障害児という枠には入っていらっ

しゃらない方もたくさんいらっしゃいます。 

 今回、障害をお持ちのお子さんについては現在、１、２、３年生合わせて

１１名ということで、最初のデータにも入っておりますけれども、１１名の

方が障害児の枠で対応させていただいている状況でございます。 

 委 員： それは特別支援学級の。 

 事務局： はい。 

 委 員： 学校のほうは対象にはならない。 

 事務局： 学校も対象になっております。 

 委 員： なっています。 
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 事務局： はい。発達障害につきましてもあくまで障害児学級なり、特別支援学級なり、

学校に入っている方は当然、障害枠になっております。 

 委 員： 確認ですけれども、特別支援学級、学校の人たちも学童の対象にはなるとい

うことで。 

 事務局： はい、なっております。現在では東久留米市内の市立の学校、公立小学校で

ない方については現在、特別支援学校を利用されている方がお二人いらっし

ゃいます。 

 部会長： ４年生までにすると倍ぐらいになるんですか。 

 事務局： あくまで今年度の３年生におきましては、現在は、平成２４年度については

お一人、障害児として入られている方はお一人でございます。 

 委 員： 障害児を持つ親御さんのニーズとしては４年生という意見が多いんですか。

それとも、具体的な要望としてはどんな要望があるんでしょうか。 

 事務局： 現時点では直接はご要望なり、細かい話は、連合会は別としまして、個々の

お話は聞いておりませんけれども、過去においては３年生の対象の方で学童

保育が終わってしまうので、４年生まで対応できないかという声は、ご相談

なりはありましたけれども、当時は対応が難しかったので３年生で終了させ

ていただいたという例はございます。 

 委 員： それはあくまでも４年ぐらいが範囲というふうに考えた……。 

 事務局： 現時点では私ども事務局としては、まずスタートとしては４年生という形で

考えております。 

 委 員： あと、体制としてはどういうふうな体制をとられるんですか。 

 事務局： 現時点では障害のお子様２名に対して学童の先生が１人、２対１の体制でや

っております。 

 委 員： ３年生は今１人だということになると、つかないということになる。 

 事務局： いいえ、必ず最低１人は先生がつきます。０.５人というのはありませんの

で。ですから、指導員１人につき２人まで、計算上でございますけれども、

全体で見るわけでございますけれども、いわゆる加配という形で、障害児加

算という形で計算上では障害児お二人について１人ということで、たった１

人に対してでも指導員は１人加算としてつけるという形でございます。 

 委 員： そういう障害児加算というのは市から出るものなんですか。例えば都からと
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か、そういう仕組みがあるんですか。 

 事務局： あくまで市の計算で２対１という基準を設けておりますので、指導員が絶対

Ａさんが必ず担当ということではなく、数字上でございますけれども、いわ

ゆる……。 

 委 員： 費用とかが出る……。 

 事務局： 基本的には計算上でやっておりますので、０.５とかそういう数字になって

しまいますので、実際は嘱託職員の数とか、基準が全然別でございますので、

数字にはあらわれてこない部分でございます。 

 委 員： 障害児を例えば学童に入れた場合、例えば都からの補助が出るとか、そうい

うものはあるわけじゃないんですか。 

 事務局： 都基準では若干の加算はございます。 

 部会長： ほかにございませんか。 

 委 員： もう一つ質問していいでしょうか。市長懇談会のときにも申し上げましたけ

れども、この適正化の話を審議会でしているということで、下里学童の今度

１年生になる保護者のお父さんが大変丁寧に質問されていましたけれども、

建屋が昭和５６年以前の建屋で、プレハブなのは下里だけですよね。それで、

建屋のことを私はきちんとさせたいなと思っているのは、２年前からすぐや

る、すぐやる、耐震基準の検査もすぐやりますと言って、もう２年以上たっ

ているわけです。そうした中で昨年の学校適正化の問題が出てきたので、ま

た延びてしまいました。 

 ３割の家庭では減免になるんだけれども、７割の家庭では何も変わらない

わけです。建屋も新しくならないまま、値段だけが上がる。要するに土曜保

育は、今日確認したところによると１割ぐらいの家庭しか利用されていない

みたいです。となると、１割ぐらいの方にとってはメリットがあるのかもし

れないけれども、３０分ですね、朝１５分、夕方の１５分の３０分間だけで

すけれども、ほとんどが時間の延長もなく、特に何も変わらないままお金だ

け上がるという印象を持たれていると思うんです。 

 そういったことに対して例えば、この間も私は申し上げましたけれども、

学校の中に学童を、耐震基準だけではなくて、屋根が吹っ飛ぶかもしれない

ですよと言われていたプレハブ小屋を使っている下里学童さんに対してとか、
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今後、学校適正化の問題がきちんと片づくまで何もされないと思うんです、

私、このまま。去年も、おととしもそうでした。今年も多分そうだと思いま

す。 

 そうしたら、何も変わらないまま、利用者のニーズに何も応えられないま

ま、お金だけ上がっていくんでしょうか。 

 事務局： 今の委員の説明はわかる部分はあります。７割と３割の比較をされています

ね。私どもとしてはそれぞれの利用者にとって、それぞれメリットとかデメ

リットはあると思うんです。私どもが提案しているのは、利用者個々までの

対応はなかなかできかねるわけで、総体、全体として、現状の利用料のあり

方について、先ほどから申し上げているように１つは３割の部分になります

けれども、そういったところへの配慮をしてみたらどうかとか、それをする

ためには今の一律の利用料をいただく部分を多少なりとも変えながら実施さ

せてもらえないだろうかといった提案なわけです。 

 ですから、保育に限らず、公共料金の値上げもそうかもしれませんけれど

も、個々それぞれの方にとっては、「よかったな」と思われる方もいらっし

ゃれば、「えっ」と思われる方もいらっしゃいますよね、どうしてもそうい

うふうになってしまいますけれども、市の考え方としては、そういう中でも

全体像を捉えていろいろな面で、全体像の向上に向けてどのようにしていく

かという視点を捉えてこういう提案をしていくという立場ですので、その辺

のところは、なかなかご理解というわけにはいかないかもしれませんけれど

も、そういうような趣旨で提案をさせていただいているということでござい

ます。 

 委 員： 事務局の回答は非常に模範解答で、一般論で、ほかの方にはわかりやすいか

もしれないんですけれども、私は今、下里さんのことに対して東久留米市の

行政側は建屋の問題に積極的に解決に取り組んでいるのか、いきたいのか、

いついくのか、そこなんです。台風で吹っ飛ぶかもしれないと言われている

プレハブの屋根を持っているあそこの、今は１７世帯しかいませんけれども、

その１７世帯が学校適正化問題で、教室は空いているに絶対決まっているん

です。適正化が対象の学校なんですから。本村さんとは違うんです。 

 事務局： ちょっとよろしいですか。今、連合会の懇談会の内容を含めて委員からお話
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がありましたけれども、できれば今日、この場ではそういった内容は、いわ

ゆる保育料の適正化問題からすると若干それているかなというところもある

わけです。それはこの間の連合会でもお話ししたように、それは現在、市と

して、そのときには教育部の参事も参加して、教育課からもお答えしたと思

いますけれども、現在の市の考え方としては学校適正化、統廃合の問題など

も含めて今、整理をしているところだということはお答えしたと思うんです。 

 ですから、そのお話は、大変恐縮ですけれども、今日この場で今、保育料

の議論をしている中で、そういったことを議題に上げるのはなかなか難しい

ので、その辺のところはご理解いただければと思います。 

 委 員： わかりました。多分、ほかの委員の方々も、そういった細かい部分の、ハー

ド面に関しての不公平感、それこそ適正化の問題、不公平感だと思うんです

けれども、もともとの発端は。そこら辺の部分で、利用者のニーズと行政側

の考え方で、多分、委員の皆さんは、私がそこまで言わなければわからない

ことだらけだったと思うんです。なので、私はここであえて言わせていただ

いて。代表として参りました。 

 事務局： それから、当日、屋根が吹っ飛ぶという話も補足があったと思いますけれど

も、それはあくまで個人的な話として出た話であって、学童は各所あります

けれども、２０学童ありますけれども、それぞれの設備関係とか、建築の年

月日とかいろいろありますけれども、あくまでも個人的なといいますか、個

の話として屋根が吹っ飛ぶという話が出たというふうに聞いていますけれど

も、いずれにしても市としても当然お子さんを預かる施設ですので、必要な

修繕とか、必要な対応というのはできる範囲で当然やっていかないといけな

いと思っていますので、ほったらかしということではありませんけれども、

その辺のところは前回の連合会の中でもお話ししたとおりですので、そこは

ご理解いただければと思います。 

 委 員： この後、保育園の保育料のほうでもお聞きしようと思っていたんですけれど

も、今回、市で出された学童保育利用料と、保育料の改定案については、前

回、終わりのほうでも僕はお聞きしたんですけれども、いつごろからこれを

始めようと思っていらっしゃるのか。 

 あと、それが例えば何年のスパン、どのぐらいまでの時期を見通してこの
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保育料とか、学童保育料でやっていこうとお考えなのか、この辺をお聞きし

たいんですけれども。 

 事務局： 前回、確かに○○委員からお話がありましたけれども、私どもが考えており

ますのは、現在こういった形でご議論いただいているわけです。これは答申

ということで年明け、まだ日時は決まっておりませんけれども、年明けに答

申をいただくわけです。その答申をいただいて、市としてその答申の内容を

踏まえて検討させていただきたいと考えております。現段階では具体的な時

期はまだ明確にはできませんけれども、見直しの方向ということで答申が示

された場合には、２５年度中に、つまり来年度中ですね、来年度中にも反映

していきたいという考えはございます。 

 委 員： ４月からもあり得るということですか。 

 事務局： これから答申をいただかなければということがありますので、今日の議論を

踏まえて、後ほどまた次第の３つ目でお話がありますけれども、どのように

今日この場での結論がいただけるかということも含めて、答申としていただ

いた上でということなりますので、現段階ではまだ具体的な……。 

 委 員： 答申がまとまらないと、進んでいけないということですよね。 

 事務局： もちろんそうですね。 

 委 員： 来年４月もあり得るし、答申とかいろいろ市議会の中でかけていって、とに

かく来年の、年度途中のどこかでということになるということですかね。 

 事務局： もちろん２５年度中ということですので、また、今日、どのような皆さんか

らの議論があるかということもあります。そういったことを踏まえないと。

今はまだお答えできません。 

 委 員： あわせて、先ほど、今回ここの議題の中になかったんですが、学童連合会さ

んからも提案とか話もあった延長保育の実施、先ほど利用者と話し合って考

えていきたいと、そこはよかったなと思うんですが、そこはまだそういうふ

うに出しているだけで、具体的な時期まで出ていないと思うんですけれども、

そこに関しても、例えば今回の答申が例えばまとまって、僕らは値上げとか

には反対ですけれども、まとまりました。このぐらい上げていきますとなっ

たら、これはどういう方向性で考えていらっしゃるんでしょうか。例えば２

５年度中にそういうところには手をかけていって、来年は無理かもしれない。
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でも、２６年度からは延長保育はどこかからやっていきたいとか、そういっ

た素案とかがおありなのか。 

 事務局： そこは、先ほども課長からお話しさせてもらいましたけれども、今後、利用

者の方々と十分協議させていただきたいと考えております。そういう中で、

私ども、利用者、それから指導員の方々もおられるわけですので、そういっ

たところでのいろいろな協議ができていきませんと、具体的な時期というの

は明示できないわけですけれども、ただ、なるべく利用者のニーズに早くに

といいますか、できるだけ応えていけるような努力を私どもとしても考えて

おります。 

 委 員： 延長保育についてですけれども、先ほど下里さんの話とかが出ていたんです

が、うちの息子が市内の小学校で６年生でいますけれども、前は第八小学校

にいました。３年生で閉校になって、学童は第八小学校ではあったんですが、

閉校になるということは学区が大きくなるということなんですね。というこ

とは、例えば今までのように６時に終わって、帰れる距離は遠くなるわけじ

ゃないですか。保育園の場合ですとそこにお迎えに行きますけれども、そう

いういろいろな部分を考えたときに、これはほんとうに、今の東久留米市の

教育行政の先の見通しとかを考えたときに、これはほんとうに切実な問題だ

と思うんです。 

 ですから、その辺では、今回は保育料とか学童保育利用料が中心のことで

すから、そこまで細かくは言えないと思いますけれども、その後の附帯意見

とかそこの中では、形ではなくてぜひ市としては、今、事務局がおっしゃっ

たみたいに、ほんとうに学童父母会連合会の人たち、あるいは保育園の年長

の人たちもそういうところは不安に思っています。そこが納得できるような

意見を載せていただいて、市としてもぜひこれは続けていくような、そうい

った安心感が出るような答申をやっていただきたいなと。 

 先ほど、事務局は、今回は利用料と保育料のことがメーンだというのは最

初からおっしゃっていましたけれども、前回も僕は発言させていただいたん

ですが、やはりいろいろ話をしていくと、どうしても保育サービスの内容だ

とか、いろいろなことにかかわってくると思うんです。そもそも利用料のこ

とだけを話すこと自体が難しいのではないかと。東久留米の財政の事情だけ
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じゃなくて、今の保育サービス、学童の求められていることから話していか

ないと、利用料だけを単純に論議するのは難しいんじゃないかなと。 

 ただ、今回はそういうテーマであるということだったので、なるだけこち

らも抑えながら発言させていただいてきたんですが、そこの部分に関しては

今回終わった後、おそらく新システムの中で子ども・子育て会議、これは多

分、東久留米市も設置していただけるであろうと思っていますけれども、今

回のこの内容をそのままそこに引き継いでいただいて、ぜひ今回のように各

学童とか保育園とかいった代表の方も出していただいて、今回のこの議論を

必ずここに継続していただきたいということも意見として載せていただきた

いなと強く思います。 

 事務局： 今の○○委員のご発言にあるように、意見を付す、あるいは議論の内容は私

どもというよりはこの会で結論づけをしていただければなと思います。 

 それと、今お話がありましたように、私どもも前回、前々回も含めて、単

に利用料の引き上げとか見直しという視点だけではなくて、そこに付随する

サービスのあり方ということも、若干ではありますけれども触れさせていた

だいたつもりです。そういったことが今回の利用料の見直しといいますか、

そういったところにつなげていけるようなというふうに考えているわけです。 

 それから、新システムのことも若干お触れになりましたけれども、先ほど

ありましたようにまだ具体の新システムの取り組みについては国のほうから、

今日実はホームページでアナウンスはありましたけれども、具体的なことま

でありませんけれども、今おっしゃったように私どもは次年度、皆さんとと

もにといいますか、各いろいろな識者、関係者の方々と東久留米の子育て支

援についてはしっかりと議論していく準備を整えたいとは思っております。 

 委 員： 今日の議題には、学童保育のところで利用者負担の適正なあり方についてと、

サービス内容についてと両方あるんですが、サービス内容についてはしゃべ

れないの？ 

 事務局： いいえ、そんなことはありません。 

 委 員： 言ってもいいんでしょう。ですよね。 

 事務局： ええ。 

 委 員： だから、やはり話してもらったほうがわかるのかなというのと、これは感想
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ですけれども、値上げをすることに関してこれだけ保護者の方から抵抗があ

ることに対しては真摯に行政側も受けとめないといけないのかなという気が

します。というのは、学童保育をどう充実させていくのかという日ごろの姿

勢の中で、学童保育を継続的に維持していく、よくしていかなくちゃいけな

い中で、そういう日ごろの姿勢があれば、値上げについてこれほどごちゃご

ちゃすることはないのかなという感想を持ちましたので、そういう意味では

日ごろのサービス内容が大事なのかなと思います。 

 事務局： 今、○○委員からご意見、ご感想をいただきました。私どもも前回から学童

保育のあり方ということで、１つは、事例として利用者ニーズのかなり大き

かった部分での延長保育も取り上げながら、シミュレーション的に前回ご提

示したわけです。その中で一定の議論もいただきながら、改めて今回、再提

案の趣旨は先ほど来申し上げたとおりで、現状の市の状況もありますけれど

も、低所得者の方々や、複数のお子さんがいる世帯への配慮もあってよろし

いんじゃないか。それから、障害児受け入れ対象の引き上げとかいったこと

も、サービスの内容として改善してみたらどうかといったことも考慮したわ

けでございます。 

 それから、先ほど○○委員からもお話がありましたように、延長保育につ

いてこの会の中で具体的にこうしたほうがいい、ああしたほうがいいという

のは難しい議論にはなるかなということもありますけれども、冒頭、○○委

員からも話があったように、延長保育については私どもと利用者の方々、そ

れから指導員の方々がしっかりと今後の対応について協議することが必要な

んだろうと。 

 先ほど事例を挙げられましたように、お迎えの時間帯の問題であるとか、

いろいろな話をしていくと協議の内容として具体的な話が出てきます。そう

いったことをすくい上げながら利用者の方々の、延長保育に関してもどのよ

うにしていったらいいのかといったことを別途しっかりとやっていくことが

必要なんだろうと。そういったことも含めて今回サービス内容については、

少なからず私どもとしても提案の中に含めさせていただいたということでご

ざいます。 

 委 員： 学童を実際子供たちが利用するのは午後なわけですね。前回も出たと思うん
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ですけれども、朝の時間が９時からと伺ったんですけれども、準備等がある

ので指導員の方は９時から見える。その辺の、準備等はあるとは思いますけ

れども、みんなそうなので。そこをずらして、利用の高い午後のほうへ持っ

ていくということはできないんですか。 

 事務局： 時間をずらすことは当然、人員配置のところですから可能ですけれども、午

後になるとお子さん、特に１年生は早く終わりますので、そこでお子さんが

来る。それから、現在、学童保育は職員が嘱託と臨時を合わせて２０学童で

１００名おりますけれども、全員が同時ではございませんので、当然ずれて

の勤務がございますし、そういうところではぎりぎりのところで準備なりを

していただいていると私どもは思っております。 

 全くできないということではありませんけれども、指導員の方たちもいろ

いろ午後からの教材の準備とかそれぞれ、掃除も含めて準備もしているとい

うことでありますので、全くできないことではございませんけれども、完全

に午後からの勤務というだけでは準備もままならないことがございますので、

まず一つはそういうこともあるということは頭に入れておいていただければ

と思います。 

 事務局： 補足なんですけれども、おそらく○○委員がおっしゃっているのは、無意味

と言うと言葉がおかしいかもしれませんけれども、お子さんを預かるという

ことで指導員の方々も時間を有効に使って、いろいろなニーズに応えていく

ことを考える。多分そういうご趣旨だろうと思いまして。私どもも指導員の

方々とそういったことを常に意識しながら、指導員の方々は契約をしていた

だいているわけですけれども、月当たり１２４時間という条件の中で勤務し

ていただいているわけです。今、課長が申し上げたように月の１２４時間を

いかに有効に、それぞれがお子さんを責任持って預かれるようにしていくか

ということをいろいろ工夫してやっていく。 

 今回も延長保育ということで試行的にということで前回お話しした分につ

いては、同じ条件の中で工夫しながら１５分ずつ延長して試行的にやってい

るんだということも説明したわけですけれども。こういったことが今後また、

先ほど申し上げたように利用者の方々、あるいは指導員の方々と話をうまく

整えながら、条件の中でよりよいサービスができるかということをきわめて
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いくといいますか、そういったことを議論していくという考え方を持ってい

るところです。 

 委 員： 単純に考えたんですけれども、ただずらしていけば、平日にしても３０分ぐ

らいの延長は可能になるんじゃないかなと思うですけれども。 

 委 員： ９時からだったら１０時からやればね。１０時、１時間ずらす。 

 事務局： 先ほどの９時というのは一番早い部分で９時ではありますけれども……。 

 委 員： それはわかります。 

 事務局： 毎日９時に来ているということじゃなくて、１０時の部分のあります。 

 それから、今回インフルエンザとかその辺の関係で学級閉鎖、学校閉鎖と

か、学年閉鎖がある場合、当然、親御さんは働いていらっしゃいますので、

今回の例ですとある学校が１学年丸々学年閉鎖になりました。学年閉鎖をし

ていない学年は当然勉強していますけれども、今回は９時１５分からお子様

を１日お預かりしているということも。急に教育委員会から連絡がありまし

て、シフトをすぐ変えて対応もしておりますので、必ずしも余裕があるだけ

のことではないということはご理解いただければと思います。 

 委 員： 子供さんも１年生とか３年生までですので、例えば準備等があったとしても、

子供さんを巻き込みながら準備とかそういうのも、単純に面倒を見るのみじ

ゃなくして、そういうことだって可能じゃないかなとは思うんですけれども。

子供と一緒にやっていく……。 

 事務局： そうですね。そこがまさに指導員の方々ともよくその辺のところは、今まで

もやっていますけれども、より効率的なというか、そういったことの取り組

みは必要なんだなと思っております。 

 委 員： すみません、何度も。今、教材費の話が出てきましたけれども、今日、教材

費の質問もしようと思っていたんですが、今、小山学童にお世話になってい

ますけれども、６０人規模の学童で、平成１７年はたしか、７年前は今より

も教材費が１０万ほど出ていたと思うんです。その教材費で例えば先生が誕

生日カードをつくってくださったりとか、夏休みにお弁当を持たせなきゃい

けないのでお弁当を入れるための保冷バッグを１人に１つずつ買い与えてく

れたりとかしてくださっていましたけれども、現在、平成２４年度は一切あ

りません。 
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 委 員： どこから１０万円出ていたんですか。 

 委 員： 市から。学童の教材費、図書費、間食費、いろいろなものがありますよね、

修繕とか。そういった部分が今回の、私たちが外から見ると何も変わってい

ないと思える中身について、もう一度充実してもらえるんでしょうか。 

 というのは、今１０万円の教材というのは、おもちゃ代とかは別にあるん

です、図書費とかもあるんですけれども、教材費がかなり、うちは３番目の

子が今、学童でお世話になっているんですけれども、何にももらえないんで

す。要するに、変な言い方ですけれども、保冷バッグももらえず、誕生日カ

ードももちろん紙が買えないのでないんですけれども、そういった状況のま

まお金だけが上がるのかなという不安が１点。 

 あと、うちは６年間保育園と学童が一緒だったんです。おそらく来年度以

降も保育園と学童、兄弟が３人いれば６年、７年とか、多い方でいうと８年

とか重なってくるんです。７００万円世帯の家庭がダブルで上がるんでしょ

うか。私はそこは、学童は第２子減免されても、下に保育園保育料があった

らかなりの増額になっちゃうと思うんです。そういったところの配慮がない

のかなというのが２つ目の疑問なんですけれども、いかがでしょうか。 

 事務局： まず、最初のお話ですが、非常に世知辛い話になって申しわけないんですけ

れども、今、各担当部としてもいろいろと経費の面で厳しく整理をしている

ところがあります。先ほど事例に挙げられました保冷バッグ等々も、１０年

ぐらい前には確かにそういったことがあったんだろうと思いますけれども、

今はなかなか、利用者の方々に用意していただくべきものという考え方も出

てきております。また紙の問題とか、それらは今与えられた予算の中で、各

学童で工夫をして取り組んでいくべき課題と思っています。それらは私ども

だけじゃなくて、貴重な税金の使い方ということも含めて、いわゆるほんと

うに公、市が本当に用意しなきゃいけないものなのかどうかといった視点も

含めて今、全体の予算査定等はそういう視点で行っているところがあります

ので、現状では改めてそういったことが復活できるかというと難しいのかな

と思っています。 

 それから、２つ目のお話ですけれども、確かに保育園に通われている、ま

た学童に通われている、それら両方いらっしゃる家庭もあろうかと思います。
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保育に関しては再三ご説明しているとおり、ある階層、保育料は応能という

視点ですので、応能の分岐点を、後ほど出ますけれどもＤ－１０という階層

を分岐点として、それ以上の階層について応能の負担を提案しているという

ことがあります。 

 どのぐらいの世帯の方がそれに該当するかということはまだ調べてはいま

せんけれども、そういった世帯もおられるかもしれません。ただ、それにつ

いて市として、保育料に関しては国の基準が定められていて、所得に対して

保育料が決まっていますので、そこのところに何か特定の配慮ができるかと

いうとできない部分でございますので、そういう世帯に対して何らかの配慮

があるのかという問いに対しては、申しわけないけれどもできないというお

答えになります。 

 委 員： サービス内容ですけれども、非常勤の職員で学童保育を運営されているとい

うことですが、震災対策についてはどういう取り組みを行っているんでしょ

うか。 

 事務局： 学童保育の場合、嘱託職員は常勤という形で１２４時間ということがござい

ますけれども、それと臨時職員という形になります。災害につきましては基

本的に、学童保育をやっている時間帯、昼間ですけれども、学校が開設して

いる時間帯であれば学校長の指導下にあります。例えば土曜日とか夏休み期

間につきましては、市が状況確認をしながら学童保育がメーンとなってきま

すけれども、学校をやっている時間帯については学校長の中にあると現時点

ではなっております。ですから、時間帯によって学校が管轄するのか、学童

保育、子育てなりが管轄するのか違ってきますけれども、昼間の学校をやっ

ている時間帯は校長先生が指揮官という形で、学校の傘下に入ります。 

 委 員： 訓練はしているんですか。 

 事務局： 訓練は毎月やっております。避難訓練なり、消防訓練なり。 

 委 員： 毎月。 

 事務局： はい。 

 委 員： こんなことを言うとひんしゅくを買っちゃうかもしれないんですけれども、

７００円、５００円、３００円のどちらかで学童保育の保育料を上げなけれ

ばならないということですけれども、物の考え方というのかしら、学童に行
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っている間は安全ですよね。先生たちがいて、見てくれて、それで本を読ん

でくれたり、何かをつくったり、楽しい時間があるわけですよね。その時間

というのはすごく大事だと思うんです。おうちにいて何をしているかわから

ない、親が見てられない。もしかしたら変なお友達に誘われて出ちゃってい

るかもしれない。外で、コンビニか何かで１人で立っていたとか、いろいろ

考えられますよね、想像すると。 

 安全と保育をしていただくということを考えれば、５,０００円というの

はとても安いと思うんです、私。１日２５０円ですよね、月２０日あったと

して。今は土曜日がないですから、大体２０日ですね。そうすると、２５０

円で見ていただいている。あと足りない分は市とか、国とか、都からいただ

いてやっているということを考えると、例えば５００円上がったとしますね。

そうすると１日２５円ですか、２５円の節約をすればいいわけです。 

 物の考え方と言ったのは、例えば塾とか習い事とかにかける５,０００円、

１万円と、学童にかけるお金の価値観というのは私は一緒というか、別じゃ

ないと思うんです。学童も大事。でも、例えば週１回の習い事に５,０００

円、６,０００円かけることにはそんなにちゅうちょなくどんどん、自分の

子供のためということでかけられていると思うんです。 

 だから、一概に値上げするのがいけないとも言えない。内容がよくなるの

であれば、いいと思うんです。だから、できるところは市の方とよく相談な

さって、こういうところはやっていただきたいということで話し合いながら、

少しでも学童が子供たちにとっていい場所であるように持っていけたらいい

んじゃないかなと思うんですけれども。だから、５００円が高いか、安いか

は考え方かなと思うんですけれども。 

 部会長： よろしいでしょうか。 

 それでは、ご意見がございませんようでしたら、事務局から説明もありま

したし、事務局からも説明がありましたように、延長保育については関係者

との話し合いをしていくということですので、当部会といたしましては実施

に向けて十分協議をしていただきたいという意見として出すということでい

かがでしょうか。延長保育はそういうことでやってくださいねという意見を

出すというところで、利用者負担とはここで切り離せない問題であるという
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ところで附帯意見をつけて審議会に上げると。 

 委 員： 附帯意見だったらもうちょっと内容、さらなる充実というか、延長保育もあ

るんですけれども、これから学童保育はほんとうに必要な施策の一つになっ

てくるのでというふうにしたほうがいいのかなと思います。延長保育だけで

はないのかなと。 

 部会長： サービスの内容についても十分に検討をしていただきたいと。 

 委 員： そうですね。きちんと保護者と話し合って、充実した……。 

 部会長： 保護者と話し合って。 

 委 員： 延長保育をはじめとするさまざまなサービスみたいな定義で。できれば延長

保育に関しては、市長級の協議実施を市のほうに求めるみたいな形で意見を

つけていただけると納得できるのかなという。 

 部会長： はい。では、そういうことで。○○委員、よろしいでしょうか。 

 委 員： 私は親の会で受けるほうだから何とも言えませんけれども、今までの議論を

聞いていますと当然だと思います。 

 委 員： すみません、すごく私はひっかかるんですけれども、土曜日の延長保育がこ

こに出ているわけですけれども、利用者として１割しかいないとおっしゃっ

ていたわけですよね。それで何で延長保育をするのが土曜日なのかというの

が……。 

 事務局： 土曜日だけではなく、実際は……。 

 委 員： 平日もそうですよね。 

 事務局： 長期間の休みの初めの部分もそうなんですけれども。 

 委 員： ああ、夏休みとか。 

 事務局： 今回、１５分、１５分の足延ばしにしたのは事実上は土曜日なんですけれど

も、平日はもちろん下校から基本的に５時ですけれども、６時まで延長保育

があります。土曜日は今まで４時までだったんです、８時半から４時までと

いうところで。実際８時間の保育ということがありましたので、土曜日が７

時間半でしたので、結果的に１５分ずつ足延ばしをして８時間という時間を

確保した形になります。土曜日につきましては。 

 夏休みとかにつきましてはもともと時間が延びていましたので、４時とか

５時ではなかったので、土曜日だけが７時間半しかなかったので、そこを今
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回延長したと、３０分のところなんですけれども。これはあくまで試行的な

部分でございます。 

 事務局： 今後の話になりますけれども、延長保育ももちろん平日も含めてですけれど

も、利用者の方々が望んでおられる部分というんですか、平日は今６時です

か、平日の６時をさらに延長していただけないかというような希望もありま

すし、そこが中心になりますので、土曜日とかは今……。 

 事務局： ○○委員からも土曜日の場合は利用者が少ないということがありますけれど

も、場合によっては土曜日も平日と同じような勤務の方もいらっしゃるかも

しれませんし、そこの部分につきましては今回の意見でも出ていますように、

今後、利用者の方、保護者の方たちと土曜日はどうなのかということも含め

てこれから話し合いを進めていきたいとは考えております。 

 部会長： よろしいでしょうか。 

 委 員： 話が違っちゃうのかもしれないんですけれども、延長保育、現状ではお母さ

ん方のニーズとして必要性はあると思うんです。ただ、子供の立場も考えて

ほしくて、下校のときの安全面の取り組みも考えていただかないと、一概に

ニーズのところでは私としては納得がいかない部分があるので、お願いした

いと思います。 

 事務局： そこのところは利用者の方々とまた協議をしたいと思います。 

 委 員： 私が、保育室ですけれども、小学校の子供さん、以前、保育園で見た子供さ

んですけれども、その子供さんを学童が終わった後に見ていたんです。３年

生まで見ていたんですけれども、そのとき、南町小学校だったんですけれど

も、ボランティアの方かどうかわかりませんけれども、大人の方、年配の方

がちゃんと送ってくださるんです。そういう取り組みというのはあるんでし

ょうか。 

 事務局： 送るとは、ごめんなさい、どこまで。 

 委 員： 近くまで。うちまで直接は来ないですけれども、何人か一緒に。 

 事務局： 一定程度のところ、交差点とかその辺のところはありますけれども、延々と

どこまでもお送りするわけではない部分でございますので。校門から一定程

度のところまでは見守りという形はしたいと思っていますけれども。 

 委 員： だけれども、南町小学校からうちの近くまでなので……。 
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 事務局： それはあれですよね、ボランティアということなので、今現在、市のほうで

具体的に実施はしておりませんけれども、今後利用者の方々との、仕組みの

部分になると思いますけれども、やはり先ほど○○委員がおっしゃったよう

に夜遅くというか、延長になればなるほど帰宅時間が夜にかかってくるわけ

ですから、そういったところの安全対策はどうなのかということもあったと

思います。そういったところは利用者と、仕組みの中で協議をしていく内容

かなと思います。 

 部会長： それで、第２子及び低所得層への軽減ですね、これ、障害児の方の４年生ま

での受け入れ、これは皆さんに賛成していただきましたので、保育料につい

ては事務局から現行の市の厳しい財政状況ではありますが、これ以上の財源

投入は困難という見解の中で、第２子、低所得への軽減及び受け入れを確実

に実施するために、少なくとも５,５００円以上が望ましいという事務局の

案なんですけれども、皆さんからはいろいろご意見をいただきましたけれど

も、ここで決をとらせていただきたいんですが。十分なご議論があったと思

うんですね。 

 委 員： 「できれば」と書いてあるので、できなければ決をとらなくていいんじゃな

いですか。 

 部会長： いや、こことしましては結論を出して、審議会に上げたいんです。できれば

というのは修辞的な問題でして、そのためにここで議論をしていただいたわ

けですので、何も上げないことにしますと意見も出せませんので、附帯意見

も出ていきませんし……。 

 委 員： 議論の内容としては学童の取り組みを充実させるということで、そういう意

味では値上げもやむを得ないんじゃないかというふうに自分なんかは思うん

です。金額は５,７００円なのか、５,５００円なのか、５,３００円なのか

という、そこの分け方の判断材料は自分の中に、今までの議論の中にはない

ような気がするんですよね。 

 部会長： 最初は６,０００円と出てきたわけですからね。 

 委 員： そう。それをどう挙手をしていいのかというのは自分の中にはちょっと、戸

惑うしかない。 

 部会長： まあ、しかし、ご意見もありますけれども、事務局としてはここで納得のい
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くご議論をしていただいた上で結論をいただかないことには、何をやってい

たんだということにもなりますし……。 

 事務局： 事務局の希望といいますか、考えとしては、提案させていただいた中で、シ

ミュレーションといいますか、資料もご提示しましたけれども、いずれの部

分についても事務局としては提案した内容はしっかりと実施できると思って

います。ただ、望ましいのはということで、確実に実施するためには５,５

００円あたりでお願いできればといったお話はしましたけれども、いずれに

しても今日の中で、できれば数字的にも決めていただければありがたいなと

思っているところなんです。 

 部会長： 納得できませんか。 

 委 員： いやいや、皆さん、どう考えて……。 

 部会長： 皆さんのご意見としてはどうなのかと。もしこれがばらけたり、出なかった

り、保留ばかりであれば、そういう意見という形になります。 

 委 員： 今、両父母の方からのお話とか、市の人の話とかを聞いていて思ったんです

けれども、すごい原始的な方法なんですけれども、例えば市は財政が厳しい、

父母の方は値上げしてほしくない。あと、安全も確保したいとか、いろいろ

な考えを、みんなが力を合わせてという意味でマンパワーというか、先ほど

のボランティアの送りとか、これから延長保育のことも考えなくちゃいけな

いし、９時から１０時に職員の方が働く時間を１時間ずらせばずれるとか、

そういういろいろなことを考えなくちゃならないですけれども、市が言って

いる５,５００円にすると２００万円増える。２００万円が足りないのかな

とか、私なんかは素人だから。２００万円多ければうまくいくのかなとか思

うんですけれども、それは置いておいて。 

 市のマンパワーはいっぱいあるじゃないですか、そういうものを引き出し

て、どうしても市は財政が厳しい、父母の方は値上げしてほしくないという

ことの間は、ボランティアさんとか、地域の潜在的な力をもっともっと市は

利用して、構築していくというか組織をつくっていくとかしていかなければ、

東久留米は財政が厳しいとかいうのはずっとずっと前から聞いていることで、

ずっとこの先も結局そうだと思うんです。 

 でも、私なんかは多分死ぬまでここに住んでいると思うので、そこを工夫
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して、この町はいい町だみたいにしないと空洞化していっちゃうというか、

若い人は住まなくなっちゃうとか、子供がいなくなっちゃうとかいうことに

なるので、もっとボランティアさんとか、地域の力を利用して何とか間を張

りつける接着剤みたいな形で活用していけたらいいなと思っています。 

 部会長： ありがとうございます。 

 委 員： というのは、今日はここには保育の関係の方とかが多いですけれども、全く

違う人もいるし、あと、保育園とか学童保育とかに全くかかわらないでいる

人も７割ぐらいいて、その人たちも納税者なわけじゃないですか。そういう

人も掘り起こさないといけないというか。値上げは嫌だ、市は今の形は変え

たくないという、そこでどこかで歩み寄っていかないと結局まとまらないと

いうか、話が。だから、何とかまとめて。 

 例えば比較をするときにほかの市はどうのこうのとか言いますけれども、

ここの市独特のものをつくり上げていくというか、そういう視点も必要なん

じゃないかなと思います。人口が１０万人ぐらいの町でモデルケースみたい

なものをつくっていけば、実験的に何かをするとかいうふうにして、お金が

かからないところのものを掘り起こしてくるような組織というか、そういう

のがつくれたらいいなと私は思っています。 

 以上です。 

 委 員： そうですよね。この先、多分そんなふうにならなければいけないということ

なんだと思います。子ども・子育て新システムの根幹はそこですよね。だか

ら、多分そちらのほうに、将来的には行くべき方向だと私も思います。 

 事務局： 今お二人からもお話があったように、そういったことも市は準備をこれから

しようとしております。今のほんとうに貴重なご意見だったと思いますけれ

ども、そういったことも含めて今回、私どもは現行の一律の利用料の改正を

お願いした上で、そういったことにつなげていきたいということも含めて提

案させていただいた部分もあるんですけれども、そういう中では皆さんのほ

うには、数字的な面で申しわけないんですけれども、ある程度のご判断をい

ただければと思っているところです。 

 部会長： ５,０００円を１万円にするとか、そういうことであると大変な意見が出る

んじゃないかと思うんですけれども、この中で２人の方々が言われたように
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値上げは絶対に認めないというご意見もありますでしょうけれども、そのほ

かの方からは値上げをしてでもサービス内容を上げてくださいというご意見

も出されていますから、そういうところと相まってボランティアとか、皆さ

んで子どもを見るというところの組織化に手をつけるという……。 

 事務局： それは先ほど言ったように、今後の課題としてそれはご意見として承ること

になろうかと思いますけれども。新しい制度の中とか。 

 部会長： ということになると思いますので、この議論が無駄にならないようにしたい

と思います。 

 それで、決をとるのに反対のご意見はございますか。この３つの案しか提

示されていませんけれども、今日は利用者負担の適正なあり方ということで

集まって議論してきたわけですから、値上げの３案につきまして決をとらな

いというご意見はございますか、ほかに。 

 ということですので、決をとりたいと思います。 

 委 員： 保留はありですか。 

 部会長： はい？ 

 委 員： 保留。 

 部会長： 保留も結構です。保留はあくまでも保留ですから。 

 それでは、決をとらせていただきます。よろしいですか。 

 委 員： 私はさっき言った。 

 部会長： それでは、事務局案では３案出されていますが、３つの案でばらけた場合に

はもう一回２案でやり直すかもしれませんけれども、決をとりたいと思いま

す。 

 ５,３００円で賛成の方、挙手をお願いします。 

（挙手者なし） 

 部会長： ５,５００円で賛成の方、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 部会長： ３人。 

 ５,７００円で賛成の方、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 部会長： １人。 
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 そうしますと、４名保留ですか。反対？ 

 委 員： 保留です。 

 部会長： 保留ですか。 

 保留の方、お願いします。 

（保留者挙手） 

 部会長： ４名。 

 そうしますと、５,５００円が３名ということで、多数意見として５,５

００円ということで審議会に上げたいと思います。そして、保留４名の方々

のご意見は附帯意見としてつけたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、続きまして、前回ご議論いただきました保育料の見直しについ

て、引続き議論を重ねていきたいと思います。 

 前回の議論を整理いたしますと、保育料を見直すことと、認可保育所以外

の施設を利用されている利用者への補助制度を創設することについては決定

いただいたわけですけれども、その内容については本日、再度説明をいたし

まして、具体的な内容を決めていきたいと思います。また、審議会の報告書

に附帯意見として添付する内容も検討してまいりたいと考えております。 

 それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

 事務局： 今回、改めてご配付する資料はございませんが、前回の部会で○○委員さん

から復興特別所得税に関してご質問いただきましたので、簡単にご説明申し

上げます。復興特別所得税は昨年１２月に、東日本大震災からの復興のため

の施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、

創設されたものです。 

 平成２５年分の所得税から適用され、税額は基準所得税額の２.１％とな

っております。この扱いについて国が保育料月額基準表に含めるかどうか、

現時点で何ら通知が来ておりませんが、いずれにしろ来年度の保育料は平成

２４年分の所得税で算定いたしますので、影響はないものと考えております。 

 それでは、前々回に私からご説明いたしました内容について、再度簡単に

ご説明申し上げます。児童福祉法では保育料は利用者の負担能力を勘案した

応能負担とされておりますが、市の現行の保育料が所得に応じた右肩上がり

の応能負担となっておりません。前回お配りしました資料、３４－１のグラ
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フ、カラーのものをごらんいただきますとおわかりになりますとおり、現行

の保育料は世帯収入７００万円以上のＤ－１０階層から上の階層にかけては

負担割合が逆に低くなっており、３歳以上ですとＤ－１の２.６７％から始

まってＤ－９階層まで緩やかに上がっておりますが、Ｄ－１０階層からはＤ

－１６階層の２.１９％に向かって下がっております。３歳未満に関しても

Ｄ－９階層を頂点に下がってから、横ばいになっております。 

 そこで、Ａ案ですが、世帯収入で７００万円以上８８３万２,０００円未

満のＤ－１０階層から上の階層に関して、約６％の値上げを行ったものでご

ざいます。３歳以上で月額１,３００円から１,５００円、３歳未満で月額

１,９００円から３,１００円の増額となり、収入における負担割合がＤ－

１０階層から上の階層に関して０.１５％から０.３％程度上がっておりま

す。 

 Ｄ－１０階層からの勾配はやや緩やかにはなりましたが、依然として応能

負担にはなっていないことが、カラーのグラフをごらんいただくとおわかり

になると思います。 

 次いで、Ｂ案でございますが、Ｂ案はＤ－１階層を除く３歳以上の全ての

階層で負担割合が３％を超えるようにしたものでございます。３歳未満の全

ての階層と、３歳以上のＤ－１０とＤ－１１はＡ案のままで、Ｄ－１２を約

１２％、Ｄ－１３を約２０％、Ｄ－１４を約３３％、Ｄ－１５と１６を約４

０％値上げを行って、３歳以上で月額１,３００円から１万１００円の増額

となっております。 

 Ａ案の３歳以上のＤ－１２からＤ－１６の部分を変えただけでございます

が、所得の高い階層でＡ案より応能負担となっていることがグラフからおわ

かりになると思います。 

 さらに、Ｃ案はＢ案に対してさらなる応能負担を図ったものでございます。

３歳未満のＤ－１０からＤ－１６階層について約１３％、３歳以上のＤ－１

０階層を約２２％、Ｄ－１１を約３５％、Ｄ－１２階層を約４２％、Ｄ－１

３階層を約５２％、Ｄ－１４階層を約６８％、Ｄ－１５階層を約７７％、Ｄ

－１６階層を約７５％の値上げを行い、３歳以上で月額５,０００円から１

万９,１００円、３歳未満で月額４,２００円から６,８００円の増額になっ
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ております。世帯収入における負担割合がＤ－１０以上の階層では４％前後

になっております。 

 事務局といたしましては、Ａ案はＤ－１３からＤ－１６が依然２％台で負

担が低いままで、Ｄ－１６に向かって下がっていて応能負担になっていない

ことから、少なくともＢ案以上でお願いし、負担の適正化を図りたいと考え

ております。 

 それから、前々回あまりご議論がございませんでしたが、保育料の特殊な

例でＣ－１階層からＤ－１階層の方で、所得は低いけれども一定の固定資産

ある方に対しては１つ上の階層の保育料を負担していただく賦課徴収金額と

いう仕組みがございます。これにつきましは対象者の範囲が明確でなく、申

請主義をとっており、賦課徴収金額をいただいている方は現在いないという

こと、あるいは国の月額基準表にも以前はありましたけれども、児童福祉法

の改正に伴って削除された経緯があることから、今回は削除させていただき

たいと考えております。 

 それから、認可外保育施設の保護者助成金につきましては、保護者助成を

実施している市の平均が１万２,６３６円という現状や、認可外から認可保

育園に入所した世帯の約８０％は保育料が１万円以上安くなったという状況

も把握しておりますが、上限を１万円とし、予算の範囲内で助成をさせてい

ただきたいと考えております。 

 なお、保護者助成は所得制限も視野に入れて考えてまいります。 

 私からの説明は以上でございます。 

 部会長： ありがとうございます。 

 ただいまの説明についてご意見等をいただきながら議論をしてまいりたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 委 員： 先ほど、学童保育のところでも質問させていただいたんですけれども、今回

の学童保育利用料、それから保育料のことに関して、どれぐらいのスパンで

お考えなんですかということを質問させていただきました。まず、先ほどお

答えはいただいたんですけれども、現在、認可保育園が公立、私立とかを含

めて１６園ですね。いただいた資料ですと、認定子ども園が１園、認証保育

所が３園、それから定期利用保育施設が１園、あと家庭福祉員さんが７名と
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いう、現行はこの体制でやっているわけですね。それが来年度以降、例えば

認証保育所を誘致するだとか、あるいは家庭福祉員さんを増やすとか、そう

いった計画はあるんでしょうか。 

 事務局： 来年度、既にご存じかと思いますが、イオン東久留米店の中に４０名定員の

認証保育所が開設される予定となっております。それから、家庭福祉員につ

いてもお一人ずつ増やすという、次世代育成支援行動計画ではそうなってお

りますので、家庭福祉員についても増やしていく予定ではおります。既にや

りたいという方のご連絡はいただいているところです。 

 事務局： あと、その他、補足になりますけれども、市の取り組みとしても、認可、あ

るいは認証を問わずですが、民間の活力をということで、そういったお話が

あれば実現に向けての取り組みというのはしてまいります。まだ具体化して

いる案件というのは現時点ではございませんけれども、今後またそういった

話が、全然ないわけではありませんので、それらについてはこれからの取り

組み次第ということになるかと思っております。 

 委 員： 今お話しすることは保育料のことだけじゃなくて、無認可施設の補助のほか

の部分を含めて質問していいわけですか。 

 部会長： 一応……。 

 委 員： 大丈夫ですか。 

 部会長： ええ。いろいろなご質問を。 

 委 員： それでは、市としては財政事情が厳しいということもあって保育料の、単刀

直入に言いますと値上げ、それと別個で、無認可に預けていらっしゃる方の

保育料の格差がある中で是正していきたいという、この２つがあるのですけ

れども、今回、案がまた幾つか出ていますけれども、いずれにしてもそれを

やったことで是正されると思っていらっしゃいますか。保育料の格差がある

程度埋まっていくというか、是正されるという見通しを持たれているわけで

すか。 

 事務局： 完全には是正されないでしょうね、やはり。ある程度認可外のほうがどうし

ても、応益負担ということで一律の料金設定になっていますから、まだまだ

認可外のほうが高いとは思います。所得の低い方でもそれなりの定額を払わ

なきゃいけないというところで、完全な格差是正にはなっていないと思いま
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す。 

 委 員： 今回のこの部会で市長から諮問していただいた内容というのは、いろいろ保

育サービスが増えてきているけれども、市の財政も厳しい中で次世代育成支

援行動計画（後期）でいろいろ出したけれども、非常に厳しいと。さらには、

市の財政もいろいろある中で、保育料の見直しとか、そういうのをやりなが

らしていっていただきたいということなんですけれども、例えば先ほどおっ

しゃっていた家庭福祉員さんとか、認証保育所をある意味増やしていく方向

であるならば、例えば今回、創設される補助金もどんどん増えていくわけで

すよね。 

 だから、それがずっと、今後の東久留米市の子育てのいろいろな部分を考

えたときに、市として家庭福祉員さんとか、認証のほうをどんどん増やして

いく形で考えていくのか、それとも補助金の使い道を考えたときに、やはり

認可保育所をつくったほうがいいのかとか、そういう論議になってくると思

うんです、僕は。そういった意味では、今回やった形で是正されていくとい

う見通しを持たれているんですかということをお聞きしたんです。 

 そういう中で、今回見直しになった児童手当も市の財政事情も確かにある

と思いますけれども、一番はそこだけじゃないと思うんです。根本というの

は国の保育料の基準だと思うんです。そこが非常に高い。そこが高いから市

が持ち出しで安くしている。市の持ち出しを少なくするということは、国の

保育料にどんどん近づいていくということじゃないですか。今後どれだけや

っても、この問題は解決できないと思うんです。かといって、じゃ、国がす

ぐやってくれるのかというと、それはどうかわかりませんけれども。 

 今回の高所得の方の負担については、前の論議の中では、今回のこの部分

では裕福じゃないかといったご意見もあったと思うんですけれども、裕福か

どうかを決めるのは僕たちではないと思うんです。例えば介護をやっていら

っしゃる方もいるかもしれませんし、いろいろな事情があったりするし。現

に自分が今通っている保育園の父母会でアンケートをとったところ、保育料

についてはもっと高所得の人から取ればいいじゃないかみたいな。低所得の

方たちと高所得の方たちとの対立になりかねない部分もある。そこはどうな

のかなと。確かに一般的にもうちょっと裕福な人から取ればいいじゃないか
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ということはあるかもしれないですけれども、そうではなくて、一番の根元

は国のほうだと思うんです。 

 沖縄市だったと思うんですけれども、沖縄市が国に対して国の保育料の基

準を見直してくださいと意見書を上げているとお聞きしました。この間、保

育園の父母会連合会でも市長との懇談があって、その場でも市長にお尋ねし

たところ、東久留米市が加わっている例えば三多摩の市長会とか、そういう

ところでは意見書を上げていますということを聞いたんですけれども、ここ

はぜひ、この課題については国にかかわってくる問題ですから、東久留米市

として国に保育料の見直しをしてほしいという、このままでは市の財政だけ

ではとても賄い切れないと、そういった意見書を上げるようなことも附帯意

見としてぜひ上げていただきたいなと。こういう論議を例えば４年ごとにや

っても解決できるものじゃないと思いますので、そこはぜひ附帯意見に入れ

ていただきたいなと思います。 

 あわせて、学童保育に関しても同じだと思うんですけれども、ちょっと話

が戻っちゃうんですけれども、同じ学童が例えば学童保育料が各自治体で５,

０００円とか、５,３００円とか払っているじゃないですか。でも、中身を

見ると非常勤職員だったり、正規職員だったり、すごく違いがあるわけです。

１２４時間という中で大変苦労なさったり、工夫してやっていただいている

と思うんですけれども、正規職員であれば時間が延びても残業手当がついた

りとか、そういう部分は保障されています。 

 実際に、僕の子供が学童に通っていたときには、年度途中で先生が異動す

る、あるいは退職される方が結構多かったんです。それはほかの学童で病気

の方が出たから、そちらに回しましたとか、あるいはその先生自身がご家族

の介護があってどうしても時間がとれなくてやめましたと。非常に厳しい勤

務状況だと思います。それは市に言っても、市としては非常勤職員でやって

いくということで、財政的に正規に戻すというのは難しいということもわか

ります。そういう部分に関して、今回の新システムの中には学童保育も入っ

てくるわけですから、そこも含めて、地方自治体の財政任せにする保育園と

学童云々じゃなくて、国が責任を持ってやってほしいという意見書をぜひ上

げていただきたいなと思います。それが１つです。 
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 あわせて、いろいろ話をしていくと、僕は何回も言っているんですけれど

も、保育料の料金のことだけで解決するような、論議をするような中身では

ないと思うんです。どうしても、諮問の中にあったように、次世代育成支援

行動計画（後期）からつながっているわけですから、市が初めに計画を立て

た。でも、実際は財政が厳しい。そういう中で料金だけではなくて、本来な

らばああいう計画を立てたけれども、１回、中間総括、あるいは見直しじゃ

ないけれども、そういう話し合いをやって料金を決めていただきたかったな

という部分がちょっとあります。ただ、事務局も何回もおっしゃっているよ

うに、今回に関しては利用料と保育料のことだけですからということですか

ら、そんなに深く触れていきませんけれども、そういう中でこれからどうす

るかということを決めていくと思うんですけれども、まず一つは、僕は何回

も発言させていただいているんですが、どうしても気になるのが新システム

の動向です。 

 先ほど事務局がおっしゃっていたみたいに、具体的なスケジュールがまだ

何もない。ただ、今回出していただいた国のあれを見ますと、来年度中に子

ども家庭会議をやって、その中で利用料とかの論議もしていって、早ければ

２５年とか、あるいは消費税増税が実施されたときからやっていくことにな

っているんですが、実際新システムのそれがわからない上に、１２月に選挙

が行われますよね、衆議院の。それによって政治がどう変わるかわからない。

実際にたしか後期行動計画のときも、そのときはまだ自民党与党だったんで

すけれども、いろいろ変わった部分が結構あったわけです、財政の部分では。

そういうところでは、すみません、僕は個人的にはあくまでも保育料の見直

しについて反対の立場ですけれども、いろいろ論議して、今回答申をまとめ

てやっていくのであれば、ほんとうに慎重に政治情勢、保育情勢を踏まえて

取り組んでいただきたい。 

 例えばここで決まる、はい、４月からやりますよということではなくて、

この後の政治情勢とか、保育の制度面を踏まえて取り組んでいっていただき

たいというところと、あと、このまま行くのであれば、おそらく子ども家庭

会議は実施されるでしょうけれども、あの設置については絶対につくらなけ

ればいけないというものではないですよね、国が言っているのは。でも、そ
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こは東久留米市としては必ず設置していただいて、先ほどの学童のところで

もお話しさせていただきましたけれども、今回のこの論議は必ずそちらのほ

うに継続して持っていく。そこでサービス内容とか、いろいろな部分があり

ますし、必ずここのところでは、今回例えば保育料に関しては実際、市とし

てアンケートとかをとっていないわけですよね、高いですか、安いですかと

か、どう思いますかとか。そういう利用者の点ではアンケートとかもやった

上で、今後につなげていっていただきたいなと。 

 そういったところをまず意見書の中に僕は入れていただきたいなと思いま

す。 

 事務局： 補足といいますか、今、○○委員のほうで、ある程度実情をご存じなのでい

ろいろとお話がありましたけれども、私どもは先ほど言いましたように２５

年度には準備ということで会議の立ち上げであるとか、ニーズ調査について

は今、準備しているところであります。そういう中で、今日の議論を踏まえ

て、先ほど関連づけという立場でおっしゃっておりましたけれども、関連づ

けというのはこの会で議論された内容が必ずや次の子ども・子育て会議につ

なげるという明確なつなげ方の表現は整理しないといけないと思いますけれ

ども、いずれにしてもここでやった議論というのは当然、今後の子育て施策

についてもそれのベースとなるような議論をしていただいているわけですか

ら、こういった議論をしっかりと踏まえた中で、また新たな会議体の中で皆

さんとまたお話をしていくことになろうかと思います。 

 部会長： ほかにございますか。 

 委 員： ３つの例しか出てこないのかなという。前回の議論でも、Ｄ－１０階層を軸

にという話だったんですけれども、ほんとうにＤ－１０階層が基点になるの

かどうなのかというのがちょっと、データ的によくわからないんです。そう

いう中で、Ｄ－１からの負担割合の率でＤ－１１からが応能負担になってい

ないというのは根拠がない中で、ただカーブが上がっていないというだけの

話であって、もともと負担割合については、○○委員も言ったように措置の

時代からのもので、措置の考え方がそうなっていなかったから、いきなり応

能負担になるのとは考え方が違うんだという話があったんだと思うんですけ

れども、単純に私なんかも、ほんとうに応能負担にするのであれば、明らか
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に全ての階層の状況を踏まえて、低いところは低くして、だんだんと斜めに

していくというようなことも一つの提案としてはあってもいいのかなとは思

います。 

 ただ、今回の提案としては１１階層からの値上げということにとどまって

いるのであれば、応能になっていないんだという言い方は筋としては違うよ

うな気がするので、応能になっていないから上げるんだではなくて、見直し

ということになるのかなと自分なんかはこの提案の中では感じました。 

 事務局： 補足といいますか、今、○○委員がおっしゃっていたように、私どもの提案

は保育所の保育料は国が定めた基準に基づいて定められています。前にもご

説明したとおり、ただ国の基準が階層としては少ないので、また各自治体と

も保護者負担の軽減という視点で独自に階層を細分化して、より細かに、所

得に応じて、ここが肝心なんですけれども、所得に応じて利用料をいただく

んだと。ここに応能負担という考え方、もともとの制度の考え方の応能負担

の意味があるわけです。 

 今、○○委員がおっしゃったのは、そういう目で見たときに、今回の提案

はＤ－１から１６の階層を見たときに、そこの比率、いわゆる所得に応じた

比率という視点で見たときに、１から９までの比率は３％を超えているわけ

です。ところが、Ｄ－１０から１６まではそういう意味でいうと、比率的に

は所得の３％を超えていないと。そういう視点から見たときに、Ｄ階層の公

平性も含めて、そこのところは特に、Ｄ－１６までの部分について同じよう

に３％の負担はあってもいいんじゃないかという考え方を示したわけです。 

 一方で○○委員がおっしゃったように、応能という意味合いで整理をして

いけば、今の所得に応じて利用料の負担があるんだろうと。そういった点で

は、ここのＤ－１０からＤ－１６の部分に引き上げということを厳密に当て

はめていけば、現状が応能になっているはずなんだから、そこのところはど

うなのかという議論はあってもいいわけです。 

 私どもの提案は、Ｄ階層全体を見たときに、１から９までの方々、それか

ら１０から１６までの方々の所得に対する比率を見たときに、Ｄ－１０を分

岐として１６までのところが３％に達していないというところを見て、一律

に、少なくても公平性の視点も含めて３％にしたらどうかという提案を主に
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しているわけでございます。 

 委 員： だから、私はＤ－１の比率を２.５とか、そんなぐらいに、緩やかな斜めに

するという考え方も提案としてはあってもいいんじゃないかなと思ったんで

すけれども、そういう意味でこれが応能負担を是正するための提案ではなく

て、だって、根拠がないわけじゃない、応能だという根拠がないから、ある

意味で所得が多い人たちに対する負担の見直しということになるのかなとは

思う。 

 部会長： 応能主義でいくとすれば、きちんと全部、応能でやればいいじゃないかと。 

 委 員： 応能でやればいいんだけれども……。 

 部会長： その応能のパーセンテージを３％でなく……。 

 委 員： そう、そう、もっと緩やかな感じに。 

 部会長： ２.５％とかにすればいいじゃないかと。そして、きちんと応能にすると。 

 委 員： 応能を軸にするんだったらね。 

 事務局： Ｄ－１からＤ－９を下げて、Ｄ－１０以降をもっと上げるというような考え

方もあるとは思うんですけれども、考え方としては。完璧な応能を目指すの

であれば。そうするとかなり保育料に、上と下で相当な差が生じますけれど

も。 

 部会長： それは所得にこれだけ差があれば、２００万しかもらえない人たちが多い中

で、何千万という所得の人と一緒ということは認められないということにな

っているわけですから。 

 事務局： 私ども事務局の提案として、現行の保育料に照らしたときに、先ほど来、話

をしているように、ちょうどＤ－１０から、ここのところで誤解を招くとい

けないんですが、Ｄ－１０からＤ－１６の比較的所得の高いほうの層がたま

たま所得に応じる比率が下がっているところがあったので、そういう意味で

も少なくとも同じような比率に引き上げてみたらどうかという提案になった

わけなんですけれども。 

 委 員： そうすると、今後の東久留米市としては段階的に右肩上がりにしていくとい

う方向で施策をつくっていくということで……。 

 事務局： 考え方としては今出ましたように、基本的な考え方は所得に応じた応能の考

え方がベースにあるわけなんですけれども、そうかといって、じゃ、ここで
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皆さんからお話がありましたように、パーフェクトにというわけじゃないで

すけれども、ほんとうに所得に応じて保育料を改めて整理できるかというと、

そもそも国基準もある程度ベースにしていますので、また、これ、大きな整

理をしなければいけないところがあります、内容としては。 

 ただ、東久留米市の今後ということでいえば、今回ベースとして考えてい

る話は今のような考え方があるわけですから、やはり今後も曲線は緩やかか

もしれませんけれども、考え方としてはある程度、所得に応じての利用料の

あり方がある程度の適正なあり方なのではないかという考え方を持っており

ます。 

 部会長： ほかにご意見はございますでしょうか。 

 委 員： Ｂ案は、ここの文書を見ると、３歳以上の人たちの階層となっていますよね。 

 事務局： ３歳以上のところを変えただけです。 

 委 員： ３歳以上。３歳未満児に関しては現行どおりと捉えていいんですか、これ。 

 事務局： じゃなくて、Ａ案と同じです。Ｂ案とＡ案の違いですけれども、３歳未満に

ついては同じなんです、いじっていないんです。 

 事務局： 現行どおりということだね。 

 事務局： 現行どおりというのは、だから、Ｄ－９以下の階層については据え置きです

から、Ａ、Ｂ、Ｃいずれも。Ａ、Ｂ、Ｃいずれの案も、Ｄ－９までは据え置

きですから。ＡとＢの違いは、３歳未満については変わりませんけれども、

３歳以上の一部分について上げていると。違いはそこだけです。 

 事務局： つまり３歳以上も、３歳未満も、Ｂ案は引き上げになるのということ、Ｄ－

１０は。 

 事務局： 引き上げになりますよ。引き上げになっていますよ、だから。Ｄ－１０以上

については引き上げになっています。 

 事務局： だから、３歳未満はなっているということをちゃんと説明して。 

 事務局： ３歳未満もなっています、ですから。引き上げになっています。 

 委 員： わかりました。 

 部会長： それでは、事務局のＢ案はどの階層にも等しく３％相当を負担していただく

という案なんですけれども、それが妥当ではないかと事務局では考えている

んですが、ご意見はございますでしょうか。決をとりますので、３案につき
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まして。○○さんからパーセンテージの改定というご意見もございましたが、

それは附帯意見としてつけたいと思います。事務局、よろしいですかね。 

 それでは、３案について決をとりますか。それとも、Ａ案、Ｂ案でいきま

すか。ご意見なければ３案で決をとります。 

 それでは、Ａ案に賛成の方、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 部会長： ２名。 

 Ｂ案に賛成の方、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 部会長： ○○さんは。 

 委 員： ごめんなさい。 

 部会長： Ａ案ですか。Ｂ案？ 

 委 員： Ｂ案でいいです。 

 部会長： はい？ 

 委 員： Ｂ案。 

 部会長： Ｂ案。 

 Ｂ案１人。 

 Ｃ案。 

（賛成者挙手） 

 部会長： お一人。 

 そのほかの方は。一応前向きにこの値上げの方向で検討することになって

おりますので、現状出ているところで手を挙げていただきたいんですけれど

も。○○委員は。 

 委 員： 親の会の会長だから手を挙げにくいんですけれども、僕の考えを言わせても

らうと、先ほどの学童保育と、保育所と同じことだけれども、Ａ、Ｂ、Ｃ案

とか、５,０００円とか、３案出ていますね。いずれも現状からいうと、マ

クロ、ミクロをメゾで考えると引き上げはやむを得ないかもしれないけれど

も、今の保育料でいうと、あくまでも国基準を踏まえた上で市が案を出して

いるわけです。その国基準の案を見ても、例えば前年度分の給与等の収入金

額ということだけでこれを見ているわけです。日本は現金収入しか見ていな
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いんですよ。なぜ資産の部分を見ないかということもあると思うんです。 

 だから、そこの部分は国への要望ということで、可処分所得ですよね、可

処分所得を見るには収入調査だけでは不十分なんですよ。資産調査というの

は日本ではやっていないわけです。外国ではやっているけれども。だから、

名実とも、どの程度の可処分所得かというのはわからないわけです。例えば

年金が少ない、給料が少ない。自営業で…。しかし、土地はたくさん持って

いる。それを処分すれば億万長者になるわけです。そこの部分は見ていない

わけです。 

 現状では今、これだけ景気は悪いし、市も大変だというし…。しかし、ニ

ーズは多様化しているから、それには当然応えていかなければいけないから、

国のありようそのものがおかしいので、何とも言えないわけです。だけれど

も、市レベルを考えると、皆さんがいろいろ議論されたことで、引き上げざ

るを得ないとは思うんです。ただ、その分、当然、サービスの充実を考えな

くちゃいけないと思うんです。だから、Ａ案でもないし、Ｂ案でもないとい

うことで、国への要望をきちんと書き込んでおかないといけないのかなと。

だから、市レベルだけでの判断は私はしかねるということです。 

 しかし、現実を考えると短期的には引き上げはやむを得ないけれども、中

長期的に考えれば国の基準そのものの考え方はもう一回検討すべきだし、国

自身がもっと基本的なところ、ミニマムなところは都なり、市にきちんと示

して、この国における子供の将来なり、少子化をどう考えるんだというとこ

ろが大事なのかなと思っているわけですよ。だから、何とも言えないという

ことですよ。 

 部会長： 附帯意見のみ。 

 委 員： そうですね。 

 部会長： 一応、値上げの方向で賛成はいただいておりますので、それでは、値上げを

するというところで、この３案につきましてはこういう結果ですから……。 

 事務局： 挙手の人数を確認していいですか。 

 部会長： はい。Ａ案が、すみません、２名。Ｂ案が１名。Ｃ案が１名。値上げは認め

るけれども、この案の中では手を挙げられないという方が４名。 

 委 員： ５名。 
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 部会長： あっ、５名。もう少し議論しないといけないでしょうか。 

 事務局： 私どもとしてはできれば数字的なものをいただければと思っているんです。

学童のときもそうでしたけれども。でも、今、一応挙手の結果としてはＡ案

に複数の方、お二人ありましたけれども、会としてそこのあたり、２、１、

１、あと保留となっていましたけれども、例えばＡ案にお二人いらっしゃい

ますけも、Ａ案あたりが果たしてどうなのかとかといったところに会長のほ

うとしてつなげていければ、そんなような問いもお願いできればと思うんで

すけれども。 

 部会長： 多数意見はＡ案。 

 委 員： 多数と言ったって２対１対１対だから、多数じゃないですね。だから、素直

にＡ案は２人、Ｂ案は１、Ｃ案は１、保留は４と。保留についてはこういう

意見があったということで上げていけばいいんです。 

 部会長： 保留５になりますよ。 

 委 員： あっ、５ですね。 

 事務局： 値上げすること自体については、その５人の方は反対ではないという考えで

いいんですね。 

 委 員： そう。 

 委 員： ２人は、だって、前回は反対だったわけで。 

 事務局： ５人のうちお二人は……。 

 部会長： いや、保留されたんです。 

 委 員： 保留の中身ですよね。中身でお二人は反対。 

 委 員： 私が保留だったんです。 

 委 員： 前回決めたときは。 

 委 員： そう、そう。 

 委 員： だから、その結果をそのまま親の会に上げればいいということで、あとは親

がちゃんとやると。いいんじゃないですか。 

 部会長： はい。事務局としては大変なんですけれども……。 

 事務局： その後、進めていただけますか、時間の関係もございますので。 

 部会長： それでは、こういう結果になりましたので、次に認可以外の施設を利用され

ている利用者への補助制度について、上限を１万円とし、予算の範囲内で金
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額を決めることと、所得制限を導入することとする事務局案に賛成の方の挙

手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

 部会長： 全会一致で。それでは、挙手は９名ですので、本件は事務局案のとおり決定

いたしました。 

 続きまして、本日最後の課題であります報告書の案について、皆さんのお

手元にあると思いますが、本日ご議論いただいた項目以外の部分について事

務局が作成したもので、ほかの事例等を参考にまとめてあります。本日の議

論を踏まえて報告書の原案として、私と副会長、事務局がまとめて後日、皆

様方にお示しして精査していただき、成案として親の社会福祉審議会に上げ

たいと思います。 

 事務局： 会長、私から簡単に今日の原案について少し、時間の関係がございますけれ

ども。まず、このお手元にある報告書の案ですけれども、まず、最初にペー

ジをめくっていただきますと、今回の経過、「はじめに」というところにあ

りますように、これも会長と整理しながら案としてここに入れさせてもらい

ました。下段に近いところで、括弧書きで「（ ～ ）」と書いてあるとこ

ろが本日の議論に当たるところになるわけです。この辺のところもまとめま

して報告と考えております。 

 ページをめくっていただきますと「検討の視点」があって、今回、保育の

関係、学童の関係、それから保育の中にも認可外保育の関係とかがございま

した。こういったことも視点として入れてございます。 

 ３番目として大きく書いてありますように、今日の議論を含めてここで内

容として、案として入れたいと思います。 

 そして、次のページをめくっていただきますと「附帯意見」ということで、

今まで議論していただいた内容もある程度項目として挙げてございます。本

日いただいた意見も含めて、この辺のところも整理したいと考えております。 

 それから、あと参考としてといいますか、添付資料としては資料の内容、

条例の関係、それから皆さんの今回議論していただいた経過や、それから名

簿ですね、そして、今までの会で配付いたしました資料のリストをたたき台

としてまとめてございます。 
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 今、会長からもありましたように、この内容をまずは、今日は時間の関係

もございますので、特に今日の議論の内容も踏まえますけれども、まずはこ

の内容を各委員のほうで、大変お忙しい中恐縮ですが、お目通しいただいて、

早急に会長、副会長、私ども事務局が、今日の議論を整理したものを踏まえ

て、また何らかの方法で皆さんにお届けするなり、場合によってはお申し出

があればメールで送付するなり、そういった対応をとらせていただきますの

で、皆さん方のご協力をいただければなと思っております。 

 以上です。 

 では、会長、お願いします。 

 部会長： それでは、本日、第４回目で最後の子育て支援部会を終了したいと思います。 

 今、言いましたようにお届けいたしますので、報告の案を。それを精査し

ていただきまして、早急にご意見をいただいて、それを成案にいたしまして

審議会に上げます。 

 ということで……。 

 事務局： 詳細については私ども事務局が各委員と連絡を取って対応させていただきた

いと思います。 

 委 員： この中に今回の社会福祉協議会の最初の市長からいただいた諮問書、これは

……。 

 事務局： ごめんなさい、諮問書ももちろん……。 

 委 員： 入ります？ 

 事務局： 諮問書もございますけれども、一応今、委員からご指摘がありましたとおり

で、資料の中に諮問書も参考として添付させていただきたいと思います。あ

りがとうございました。 

 あと、皆さん、ご自宅にこのたたき台を郵送するパターンや、場合によっ

てお申し出があればメール等で配信も可能かな。 

 事務局： そうですね。メールアドレス等を教えていただければ、配信も……。 

 事務局： メール等で配信も可能でありますし、その辺のところは今後、事務局から各

委員に照会させていただきますので、なるべく早期に私どもで整理をいたし

まして各委員にご送付いたしますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いい

たします。 
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 部会長： 本日は長時間ありがとうございました。 

 事務局： どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


